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掛川市条例第３３号

掛川市立学校設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２４年１２月２１日

掛川市長

（別紙）



- 1 -

掛川市立学校設置条例の一部を改正する条例

掛川市立学校設置条例（平成17年掛川市条例第150号）の一部を次のように改正する。

別表３の表掛川市立乳幼児センターすこやか幼稚園部の項中「掛川市宮脇788番地の８」を「掛

川市宮脇二丁目６番地の１」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


